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歯科診療報酬改定速報（２月７日中医協答申より抜粋。詳細は告示、通知等発出後になります） 

なお、「金パラ」等の材料価格は、後日（3/5予定）「告示」の際に出される予定です。 

１．基本診療料 

【歯初診】……施設基準の追加と初・再診料の引き上げ 

追加施設基準「歯科外来診療における院内感染防止対策に係る職員研修を行っていること」 

【歯科初診料】 ２５１点⇒２６１点  【歯科再診料】 ５１点⇒５３点 

 

２．医学管理料 

【歯科疾患管理料】減算と加算を設定 

・初診日の属する月は減算→所定点数（１００点）の８０／１００相当（８０点） 

・初診日の属する月から起算して６月を超えた場合 

【長期管理加算（新）】 か強診の場合１２０点、 か強診以外の場合１００点 

【小児口腔機能管理料（新）】１００点 

歯管の「小児口腔機能管理加算」を廃止し独立点数項目に。算定要件は歯管又は特疾管を算定

している１５歳未満の口腔機能発達不全患者に月１回算定（歯管、特疾管と別日でも算定可）。 

【口腔機能管理料（新）】１００点 

歯管の「口腔機能管理加算」を廃止し独立点数項目に。算定要件は歯管又は特疾管を算定して

いる口腔機能低下患者に月１回算定（歯管、特疾管と別日でも算定可）。 

【周術期等口腔機能管理料（Ⅲ）】 所定点数の見直し１９０点⇒２００点 

・周術期等専門的口腔衛生処置の算定制限見直し 月１回⇒月２回  

 

３．小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 

【小児栄養サポートチーム等連携加算１（新）】８０点 

当該保険医療機関の歯科医師が、他の保険医療機関等において療養を行っている患者に対して、

当該患者の入院している他の保険医療機関等の栄養サポートチーム又は食事観察等の構成員とし

て診療を行い、その結果を踏まえて口腔機能評価に基づく管理を行った場合所定点数に加算する。  

【小児栄養サポートチーム等連携加算２（新）】８０点 

当該保険医療機関の歯科医師が、児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設等に入所してい

る患者に対して、当該患者の入所している施設で行われる食事観察等に参加し、その結果を踏ま

えて口腔機能評価に基づく管理を行った場合、所定点数に加算する。 

 

４．検査 

【小児口唇閉鎖力検査（新）】１００点（１回につき）……３月に１回に限る 

【舌圧検査】……算定頻度の見直し ６月に１回算定⇒３月に１回算定 

 

５．処置 

【象牙質レジンコーティング（新）】４６点（１歯につき） 

生活歯歯冠形成を行った場合、歯冠形成から装着までの一連の行為につき１回に限り算定。 

保険医療材料料は所定点数に含まれる。 

【機械的歯面清掃処置】所定点数の引き上げと算定要件の見直し ６８点⇒７０点 

算定要件（下線部追加）…歯科診療特別対応加算算定患者、妊婦又は医科から診療情報提供に

基づき、紹介された糖尿病患者について、月１回に限り算定する。 
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【加圧根管充填処置】３根管以上の所定点数及び手術用顕微鏡加算の対象見直し 

３根管以上２００点⇒２０８点 

顕微鏡加算の算定要件「４根管又は樋状根に対して」が削除（必要とするすべての根管治療が

対象に） 

【根管内異物除去手術用顕微鏡加算（新）】４００点 

歯科用３次元エックス線断層撮影装置及び手術用顕微鏡を用いて根管内異物除去を行った場合

に所定点数に加算 

【非経口摂取患者口腔粘膜処置（新）】１００点（１口腔につき） 

対象患者 経管栄養等を必要とする経口摂取が困難な療養中の患者であって、口腔疾患を有する

もののうち、患者自身による口腔清掃が困難な者 

算定要件 歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が口腔衛生状態の改善を目的として、痂皮

等の除去（機械的歯面清掃を含む。）を行った場合に、月２回に限り算定する。 

 

６．「手術」の所定点数に包括されている麻酔薬の評価 

表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合、使用した薬剤料は算定可 

 

７．歯周疾患 

【歯周病重症化予防治療（新）】 

１歯～９歯 １５０点  １０歯～１９歯 ２００点  ２０歯～ ３００点 

対象患者 ①歯管又は歯在管算定患者であって、２回目以降の歯周病組織検査終了後に、歯周ポ

ケットが４㎜未満、②歯周組織の多部分は健康だが、部分的に歯肉に限局する炎症症状を認め

る状態又はプロービング時の出血が見られる状態。 

算定要件 ①２回目以降の歯周病検査（Ｐ基検、Ｐ精検、Ｐ混検）終了後、一時的に病状が改善

傾向にある患者に対し、重症化予防を目的として、スケーリング、機械的歯面清掃等の継続的

な治療を開始した場合は、月１回に限り算定する。②２回目以降の歯周病重症化予防治療の算

定は、前回実施月の翌月の初日から起算して２月を経過した日以降に行う。③ＳＰＴ（Ⅰ）又

はＳＰＴ（Ⅱ）を算定した月は算定不可。 

 

８．歯冠修復 

【ＣＡＤ／ＣＡＭ冠】対象拡大 

全ての７番が残存している等の要件を満たしている場合に装着可能な部位について、下顎６番

に加え上顎６番を対象に追加。 

【既製金属冠（新）】区分Ｃ２で保険適用された既製冠を新項目とし、乳歯金属冠を包含 

歯冠形成    １ 生活歯歯冠形成  ハ 乳歯金属冠 １２０点⇒既製冠 １２０点 

         ２ 失活歯歯冠形成  ハ 乳歯金属冠 １１４点⇒既製冠  １１４点 

【咬合印象(新)】１４０点 

【接着ブリッジ装着料内面処理加算（新）】４５点（接着冠ごと） 

 

９．公費負担医療に係る給付により、自己負担がない患者からの求めがあったときには、明細書

発行を義務とする。（療養担当規則の改定） 

 

 

 

 

 

 



１０．その他（主なもの）太数字が新点数 

【歯科疾患在宅療養管理料】 

 

【支台築造印象】    ３２点⇒３４点 

 歯援診１又は２以外  １９０点⇒２００点 【充填 １】簡単   １０４点⇒１０６点 

【調剤料】 内服・頓服    ９点⇒１１点       複雑   １５６点⇒１５８点 

      外用       ６点 ⇒８点 【非金属冠修復 レジンインレー】 

【処方箋料】一般名処方加算１ ６点 ⇒７点       簡単   １０４点⇒１２４点 

      一般名処方加算２ ４点 ⇒５点       複雑   １５６点⇒１７６点 

【歯髄保護処置】 【ポンティック レジン前装加算】 

 間接歯髄保護処置     ３０点⇒３４点       大臼歯部   ５０点⇒６０点 

【抜髄】  単根管   ２２８点⇒２３０点 【有床義歯】 

      ２根管   ４１８点⇒４２２点 １ 局部義歯 

      ３根管以上 ５８８点⇒５９６点   １歯～ ４歯   ５８４点⇒５８８点 

【感染根管処置】   ５歯～ ８歯   ７１８点⇒７２４点 

      単根管   １５０点⇒１５６点   ９歯～１１歯   ９５４点⇒９６２点 

      ２根管   ３００点⇒３０６点  １２歯～１４歯 １３８２点⇒１３９１点 

      ３根管以上 ４３８点⇒４４６点 ２ 総義歯    ２１６２点⇒２１７２点 

【根管貼薬処置】 【熱可塑性樹脂有床義歯】 

      単根管     ２８点⇒３０点 １ 局部義歯 

      ２根管     ３４点⇒３８点   １歯～ ４歯   ６５２点⇒６４２点 

      ３根管以上   ４６点⇒５４点   ５歯～ ８歯   ８７８点⇒８６６点 

【根管充填】   ９歯～１１歯 １０９４点⇒１０８０点 

      ３根管以上 １１４点⇒１２２点  １２歯～１４歯 １７１２点⇒１６９６点 

【スケーリング】 ２ 総義歯    ２７２２点⇒２７０４点 

     ３分の１顎につき ６８点⇒７２点 【鋳造鉤】  双子鉤 ２４６点⇒２５１点 

【抜歯】        二腕鉤 ２２８点⇒２３１点 

 埋伏歯      １０５０点⇒１０５４点 【線鉤】   双子鉤 ２１２点⇒２２０点 

 下顎完全埋伏智歯等加算１００点⇒１２０点 【バー】  鋳造バー ４５０点⇒４５４点 

【静脈内鎮静法】    １２０点⇒６００点       屈曲バー ２６０点⇒２６４点 

【う蝕歯即時充填形成】 【補綴隙】        ６０点⇒６５点 

            １２６点⇒１２８点 【有床義歯修理】   ２４０点⇒２５２点 

 

【ご注意下さい】 

※ 金パラの材料価格は後日、通知される予定です。 

※ ３ページ目のレジンインレー、有床義歯、鋳造鉤、線鉤、バー等は技術料のみの点数です。 

  確定点数は後日、通知が出ますので合計点数をお知らせします。 


